
更生保護就労支援シンポジウム開催のお知らせ 

兵庫県就労支援事業者機構の皆様、また、兵庫県下の協力雇用主の皆様におかれましては、当センタ

ーにかかわる対象者支援に対し、平素から多大なご理解・ご支援をいただいており、心からお礼申し上

げます。 

当センター業務については、ご存知の人が多いと思いますが、ここで簡単にご紹介させていただきま

す。 

「地域生活定着支援センター」は、矯正施設退所者や起訴猶予処分等となった障害者や高齢者で、自

立した生活を営むことが困難な者に対して、地域住民の一人として安定した環境で地域生活を送ること

ができるように、福祉関係者と連携して必要な福祉的支援（就労支援含む）にうまくつなぐための支援

業務で、平成２２年７月に兵庫県からこの事業を「社会福祉法人みつみ福祉会」が受託して実施してお

り、１１年が経過しています。 

兵庫県就労支援事業者機構様には、当センターの対象者について、毎年２件～３件程度ご相談させて

いただいています。 

我々の対象者支援については、出所後の帰住先（施設等）の調整に大変時間がかかり、また、一般就

労が難しい人が多い中、出所後の福祉的支援より一般就労を強く希望する対象者(軽度知的障害者)に

早々と就労支援事業者機構様、協力雇用主様が面接していただき、寮付きの一般就労に結びついたケー

スがあります。 

最近では、今年１月中旬出所者で、軽度知的障害がある人(５７歳)について、昨年１２月に就労支援

事業者機構様及び協力雇用主様より面接をしていただき、１月出所後、建設関係業務に就き現在まで元

気で頑張っている様子を協力雇用主様、就労支援事業者機構様より伺っています。 

我々の対象者は、孤独に生きてきた人や虐待やいじめなどの被害体験のある人が多く、何らかの「生

きづらさ」を抱えている人が少なくありません。 

また、社会復帰の仕方がわからなかったり、コミュニケーションがうまく取れない人が多く自分から

相談することが難しいので、なかなか仕事が長続きしないのが現状です。 

今回のケースにおいても、協力雇用主様の対象者に対するご理解と温かい見守りなどにより長続きが

できていることに対しまして、心より感謝申し上げます。 

当センターがめざしているのは、我々の対象者が、「孤独・孤立を防ぎ、地域の中で見守られながら、

できるだけその人らしい安心で安定した生活が実現できること」です。言うまでもなく就労はたいへん

重要な要素となっています。兵庫県就労者支援事業者機構様には、今後とも当センターへのご理解・ご

支援についてよろしくお願い申し上げます。 

最後になりましたが，貴会のますますのご発展と会員の皆様のご健勝・ご活躍をお祈り申し上げます。 

『協力雇用主研修会』実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９号 ２０２１年９月５日発行   (１) 

令和３年７月２７日(火)１３時３０分から兵庫県民会館にて「協力雇用主研修会」を開催しました。 

 協力雇用主６社が参加、神戸職業安定所 職業指導官 北 政幸氏による「対象者を雇用するにあた

っての採用手続きの説明・解説」、兵庫県地域生活定着支援センター「ウィズ」 所長 森 喜久男氏に

よる「地域生活定着促進事業について」、神戸保護観察所 保護観察官 清瀬 雅彦氏による「職場適応・

定着のために」についてご説明頂きました。 

 意見交換会では、活発なご意見が出されました。代表例は次のとおりです。 

 ・仮釈期間や保護期間が終了すると辞めてしまう。 

 ・所持金無しの人の面倒を見るのも再犯防止の為。「安全な国 日本」を造る高い理想をもって続け

ていきたい。 

 ・過去に会社勤務がダメだったが、当社に来て、相性が良かったのか継続して勤務してくれている。

（人と人とのめぐり逢い） 

 ・様々な会社と連携を持ちたい。 

今回、新型コロナウイルス下の状況で参加する協力雇用主が少なかったのですが、次回開催には是

非参加してみたいと思われる方は参加方宜しくお願いいたします。 

『生きづらさ』を抱えた方々の就労支援について 

この広報誌「更生保護就労支援だより」は兵庫県からの委託事業により作成されています。 

発行 特定非営利活動法人 

兵庫県就労支援事業者機構 
〒 651-0093 神戸市中央区二宮町

4-7-6 NS ビル 3 階 301 

ＴＥＬ: ０７８－８５５－６２５２ 

E-mail :hssjk.center@gmail.com 

第２９号 ２０２１年９月５日発行   (４) 

令和３年１０月１４日（木）に更生保護就労支援シンポジウムが開催されます。 

 今年度は「寄り添いによる信頼の構築」をキャッチフレーズに基調講演とパネルディスカッ

ションを行います。 

基調講演の講師には、ＮＰＯ法人 大阪府協力雇用主会連合会 会長 田中 康正氏をお迎えし、

「人は変われる。一緒なら。」をテーマにお話しいただきます。 

パネルディスカッションでは、パネリストに「兵庫県地域生活定着支援センター〔ウィズ〕

所長 森 喜久男氏、協力雇用主Ｕ者 代表取締役 中野 学氏、姫路保護司会 表 佑司氏」をお迎

えし、討論していただきます。 

 多数のご参加をお待ちしております。 

  日 時：令和３年１０月１４日（木）１３時３０分～１６時１５分 

  場 所：兵庫県民会館 ９階けんみんホール 

      ※詳細は、リーフレットをご覧ください。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、開催の延期若しくは、中止となる場合があります。 

社会福祉法人 みつみ福祉会 

兵庫県地域生活定着支援センター「ウィズ」 

所 長 森 喜久男 

mailto:hssjk.center@gmail.com


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協 力 雇 用 主 を募 集 しています 。 保護司として対象者の保護観察 

第２９号 ２０２１年９月５日発行   (３) 第２９号 ２０２１年９月５日発行   (２) 

保護司 Ｍ氏 

兵庫県就労支援事業者機構様には、保護観察対象者の就労支援等では大変お世話になり有難う

ございます。 

北区保護司会は、「非行・犯罪の無い安全で安心して暮らせる街づくり」を目指して更生保護

活動・啓発活動を行っています。罪を犯した人が再度罪を犯さない様に仕事に就き、職場に定着

し、自立して社会生活を送ることが重要です。北区保護司会は、2005 年に心月会(協力雇用主会)

を設立し就労支援を行っています(2021 年 7 月現在、心月会会員企業 25 社)。 

私は、2010 年に保護司に委嘱され、保護観察対象者 10 人の就労支援に関わり、10 人のうち

5 人は就労に就き、2 人は今もその時の会社で働いています。 

私が保護観察したのは、少年の窃盗、成人の窃盗、特殊詐欺、薬物、暴行傷害等の罪を犯した

対象者です。 

対象者は、年齢、性別によって思考、性格が違い面談の進め方も異なります。 

面談は対象者と月に 2～3 回。必要に応じては対象者の親族とも面談をします。 

面談場所は、基本は私の家で行います。 

私の家と対象者の家が近い時は、対象者が近隣の人に察知されることを警戒し、私の家から車

で 20 分程度かかる北区保護司会サポートセンタ－で行います。 

必要に応じて対象者の家で行うこともあります。 

昨年からは新型コロナウイルス感染予防のために、緊急事態宣言が出た場合は、電話又はメー

ル等で行っています。 

面談で今までに困った事は、「自分は正しい、世の中がおかしい、誰も信用できない」と人間

不信になっている対象者との面談でした。面談の時も、自分からは喋らないし、問いかけに対し

ても返答は「はい・いいえ」位しか喋らない。就労支援をいくらしても、人と交わるのが嫌なの

で、家で出来る仕事を探すと言いながら職には就かない。この様な対象者は再犯を起こさない様

に注意深く連絡を取り保護観察をしていました。 

対象者の就労支援をして良かった事は、対象者が就労した会社の職場の上司から信頼され、先

輩・同僚達と仲良く楽しく仕事をしているという情報が入った時です。 

これからも「非行・犯罪の無い社会」を目指して更生保護活動・啓発活動を行っていきます。 

兵庫県マスコットはばタン・更生ペンギンのホゴちゃん 

就労支援の主役は，協力雇用主！ 
 

（多様な職種の方のご参加をお待ちしています） 

 支援対象者の前歴にこだわらず、一般の労働者と待遇面で

差別をすることなく積極的に雇用するなどして、更生保護

事業に協力していただく民間篤志事業家。事業所の所在地

を管轄する保護観察所に登録していただいています。 

 今すぐ雇用できない事業所も登録可能です。 

 

神戸保護観察所 TEL：078-351-4015 

協力雇用主とは：刑務所再入所者の約７割は再犯時無職であり、刑務所出所者等の再犯防止

のためには就労支援や雇用の確保がとても重要です。 

        犯罪の無い「安全な国 日本」を目指し、刑務所出所者等を雇用して下さ

る協力雇用主を募集しています。 

 

協力雇用主の現状：最近の調査では全国で約２４，０００社、雇用のあった事業主は約１，

４００社の多くを数えております。 

         なお、兵庫県は８２９社で雇用実績のあった事業主はわずか３７社に留

まっています。 

 

雇用率が低い理由：協力雇用主が必要な人材と刑務所出所者等の希望が一致しない。 

例えば建設関係の需要は山ほどあるのに、本人は肉体労働がいやで、         

工場内作業や接客サ－ビス業を望み、需要と供給がマッチしないのが大

きな理由となっています。 

 

協力雇用主の下で就労する利点：一般企業に就労する際には前歴を隠し応募するケ－スが大

半で刑務所出所者等が判明した時点で退職せざるを得なく

なる。一方、協力雇用主は全て前歴等を知った上で雇用し

ており、嘘をつく事もなく仕事を全うできる。 

 

望まれる協力雇用主登録：刑務所出所者等の人達が要望する業種を増やしたく、色々な分野 

            の事業主を募集しております。特に、更生保護に理解のある方、 

刑務所出所者等の良き理解者となれる方を望んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用主登録については：神戸保護観察所への登録が必要です。 

神戸保護観察所 就労支援担当へご連絡ください。 

神戸保護観察所連絡先：TEL０７８－３５１－４０１５ 


